
個人情報ファイルの名称 行政機関等の名称 組織の名称 利用目的 記録項目 記録範囲 収集方法
要配慮個人情報が含まれるかど
うか

経常的提供先 他の法律・命令による訂正等の制度
データ・紙の
別

政令第21条第7項に該当
する個人情報ファイルの
有無

備考

1
本人（同居親族
を含む）の届け
出

●●から提供 ●●調査 その他

福祉センター利用証名簿 市長 地域福祉高齢課
本市福祉センター（キタバあやたホール・
くすのかホール・キタバ錦渓苑）の利用者
に対し利用者証を発行・管理するため

氏名 ● ⑦ 含む
くすのかホール（直営）
キタバ錦渓苑（指定管理：社
会福祉協議会）

河内長野市立地域福祉センター条例(平成11
年12月27日条例第20号)第５条及び第６条

データ

福祉センター利用証名簿 市長 地域福祉高齢課
本市福祉センター（キタバあやたホール・
くすのかホール・キタバ錦渓苑）の利用者
に対し利用者証を発行・管理するため

氏名 ● ⑦ 含む
キタバあやたホール（直営）
キタバ錦渓苑（指定管理：河
内長野市社会福祉協議会）

河内長野市立地域福祉センター条例(平成11
年12月27日条例第20号)第５条及び第６条

データ

福祉センター利用証名簿 市長 地域福祉高齢課
本市福祉センター（キタバあやたホール・
くすのかホール・キタバ錦渓苑）の利用者
に対し利用者証を発行・管理するため

氏名 ● ⑦ 含む
くすのかホール（直営）
キタバあやたホール（直営）

河内長野市立福祉センター条例（昭和50年
6月18日条例第19号）)第６条及び第７条

データ

令和3年新型コロナウイルス非課
税世帯特別給付金業務支給対象
者ファイル

市長 地域福祉高齢課 給付金支給のため 氏名 ● 市民窓口課，税務課，生活福祉課 データ

令和4年新型コロナウイルス非課
税世帯特別給付金業務支給対象
者ファイル

市長 地域福祉高齢課 給付金支給のため 氏名 ● 市民窓口課，税務課，生活福祉課 データ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金業務支給対象者
ファイル

市長 地域福祉高齢課 給付金支給のため 氏名 ● 市民窓口課，税務課，生活福祉課 データ

地域包括支援システム「絆」 市長 地域福祉高齢課
地域包括支援センター（東部・中部・西
部）利用者の相談記録、ケアプラン作成の
ため

氏名 ● 市民窓口課，介護保険課 ひとり暮らし等高齢者実態調査 含む
各地域包括支援センター（委
託）

データ



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 福祉センター利用証名簿

行政機関等の名称 市長

地域福祉高齢課

個人情報ファイルの利用目的 本市福祉センター（キタバあやたホール・くすのかホール・キタバ錦渓苑）の利用者に対し利用者証を発行・管理するため

記録範囲

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 ⑦

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む

記録情報の経常的提供先
くすのかホール（直営）
キタバ錦渓苑（指定管理：社会福祉協議会）

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

河内長野市立地域福祉センター条例(平成11年12月27日条例第20号)第５条及び第６条

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

-

-

-

-

-

-

備 考

氏名,性別,生年月日,住所,電話番号,緊急連絡先氏名,緊急連絡先住所,緊急連絡先電話番号,利用の区分
（老人・障がい者・ひとり親家庭）,申請年月日,年齢

記録項目

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

記録情報の収集方法

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 福祉センター利用証名簿

行政機関等の名称 市長

地域福祉高齢課

個人情報ファイルの利用目的 本市福祉センター（キタバあやたホール・くすのかホール・キタバ錦渓苑）の利用者に対し利用者証を発行・管理するため

記録範囲

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 ⑦

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む

記録情報の経常的提供先
キタバあやたホール（直営）
キタバ錦渓苑（指定管理：河内長野市社会福祉協議会）

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

河内長野市立地域福祉センター条例(平成11年12月27日条例第20号)第５条及び第６条

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

氏名,性別,生年月日,住所,電話番号,緊急連絡先氏名,緊急連絡先住所,緊急連絡先電話番号,利用の区分
（老人・障がい者・ひとり親家庭）,申請年月日,年齢

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 福祉センター利用証名簿

行政機関等の名称 市長

地域福祉高齢課

個人情報ファイルの利用目的 本市福祉センター（キタバあやたホール・くすのかホール・キタバ錦渓苑）の利用者に対し利用者証を発行・管理するため

記録範囲

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 -

調査 -

その他 ⑦

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む

記録情報の経常的提供先
くすのかホール（直営）
キタバあやたホール（直営）

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

河内長野市立福祉センター条例（昭和50年6月18日条例第19号）)第６条及び第７条

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

氏名,性別,生年月日,住所,電話番号,緊急連絡先氏名,緊急連絡先住所,緊急連絡先電話番号,利用の区分
（老人・障がい者・ひとり親家庭）,申請年月日,年齢

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 令和3年新型コロナウイルス非課税世帯特別給付金業務支給対象者ファイル

行政機関等の名称 市長

地域福祉高齢課

個人情報ファイルの利用目的 給付金支給のため

記録範囲

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 市民窓口課，税務課，生活福祉課

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

氏名,外国人本名,旧氏名,住所,生年月日,性別区分,続柄,電話番号,自治体ｺｰﾄﾞ,対象年度,個人番号,履歴番号,ｻﾌﾞ履歴番号,地域台帳番号,世帯台帳番号,世帯番号,住民区分,住民日,住民届出
日,住定日,異動日,異動届出日,世帯主氏名,増減異動日,記載順位,宛名郵便番号,宛名住所ｺｰﾄﾞ,宛名県名付加区分,宛名住所,宛名地番,宛名方書ｶﾅ,宛名方書漢字,宛名部屋番号,宛名前漢字
地番数値,宛名地番,宛名行政区ｺｰﾄﾞ,宛名自治会ｺｰﾄﾞ,宛名町内会ｺｰﾄﾞ,宛名消除区分,宛名増減事由ｺｰﾄﾞ,宛名異動事由ｺｰﾄﾞ,均等割課税非課税区分,課税区分,扶養人数,扶養者個人番号,世帯
外扶養人数,除外対象区分,対象区分,世帯内連番,DV施設入所区分,書類不備区分,受付年月日,整理番号,支払方法区分,申請方法,本人確認対象ｺｰﾄﾞ,申請者区分,支給対象者,加算対象者,請
求額,代理受給者個人番号,決定区分,決定日,却下理由区分,給付決定通知日,給付決定金額,給付予定日,給付年月日,振込処理区分,申請書発送日,発送時死亡者ﾌﾗｸﾞ,宛先個人番号,宛先区分,
申請書対象人員,抽出年月日,ｴﾗｰ区分,受付状況,申請年月日,申請辞退ﾌﾗｸﾞ,申請書印字預金種別区分,申請書印字口座名義人

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 令和4年新型コロナウイルス非課税世帯特別給付金業務支給対象者ファイル

行政機関等の名称 市長

地域福祉高齢課

個人情報ファイルの利用目的 給付金支給のため

記録範囲

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 市民窓口課，税務課，生活福祉課

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

氏名,外国人本名,旧氏名,住所,生年月日,性別区分,続柄,電話番号,自治体ｺｰﾄﾞ,対象年度,個人番号,履歴番号,ｻﾌﾞ履歴番号,地域台帳番号,世帯台帳番号,世帯番号,住民区分,住民日,住民届出
日,住定日,異動日,異動届出日,世帯主氏名,増減異動日,記載順位,宛名郵便番号,宛名住所ｺｰﾄﾞ,宛名県名付加区分,宛名住所,宛名地番,宛名方書ｶﾅ,宛名方書漢字,宛名部屋番号,宛名前漢字
地番数値,宛名地番,宛名行政区ｺｰﾄﾞ,宛名自治会ｺｰﾄﾞ,宛名町内会ｺｰﾄﾞ,宛名消除区分,宛名増減事由ｺｰﾄﾞ,宛名異動事由ｺｰﾄﾞ,均等割課税非課税区分,課税区分,扶養人数,扶養者個人番号,世帯
外扶養人数,除外対象区分,対象区分,世帯内連番,DV施設入所区分,書類不備区分,受付年月日,整理番号,支払方法区分,申請方法,本人確認対象ｺｰﾄﾞ,申請者区分,支給対象者,加算対象者,請
求額,代理受給者個人番号,決定区分,決定日,却下理由区分,給付決定通知日,給付決定金額,給付予定日,給付年月日,振込処理区分,申請書発送日,発送時死亡者ﾌﾗｸﾞ,宛先個人番号,宛先区分,
申請書対象人員,抽出年月日,ｴﾗｰ区分,受付状況,申請年月日,申請辞退ﾌﾗｸﾞ,申請書印字預金種別区分,申請書印字口座名義人

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金業務支給対象者ファイル

行政機関等の名称 市長

地域福祉高齢課

個人情報ファイルの利用目的 給付金支給のため

記録範囲

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 市民窓口課，税務課，生活福祉課

調査 -

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含まない

記録情報の経常的提供先 -

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

氏名,外国人本名,旧氏名,住所,生年月日,性別区分,続柄,電話番号,自治体ｺｰﾄﾞ,対象年度,個人番号,履歴番号,ｻﾌﾞ履歴番号,地域台帳番号,世帯台帳番号,世帯番号,住民区分,住民日,住民届出
日,住定日,異動日,異動届出日,世帯主氏名,増減異動日,記載順位,宛名郵便番号,宛名住所ｺｰﾄﾞ,宛名県名付加区分,宛名住所,宛名地番,宛名方書ｶﾅ,宛名方書漢字,宛名部屋番号,宛名前漢字
地番数値,宛名地番,宛名行政区ｺｰﾄﾞ,宛名自治会ｺｰﾄﾞ,宛名町内会ｺｰﾄﾞ,宛名消除区分,宛名増減事由ｺｰﾄﾞ,宛名異動事由ｺｰﾄﾞ,均等割課税非課税区分,課税区分,扶養人数,扶養者個人番号,世帯
外扶養人数,除外対象区分,対象区分,世帯内連番,DV施設入所区分,書類不備区分,受付年月日,整理番号,支払方法区分,申請方法,本人確認対象ｺｰﾄﾞ,申請者区分,支給対象者,加算対象者,請
求額,代理受給者個人番号,決定区分,決定日,却下理由区分,給付決定通知日,給付決定金額,給付予定日,給付年月日,振込処理区分,申請書発送日,発送時死亡者ﾌﾗｸﾞ,宛先個人番号,宛先区分,
申請書対象人員,抽出年月日,ｴﾗｰ区分,受付状況,申請年月日,申請辞退ﾌﾗｸﾞ,申請書印字預金種別区分,申請書印字口座名義人

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間



　🔙 一覧に戻る

個人情報ファイルの名称 地域包括支援システム「絆」

行政機関等の名称 市長

地域福祉高齢課

個人情報ファイルの利用目的 地域包括支援センター（東部・中部・西部）利用者の相談記録、ケアプラン作成のため

記録範囲

本人（同居親族を含
む）の届け出

有

提供元 市民窓口課，介護保険課

調査 ひとり暮らし等高齢者実態調査

その他 -

要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 含む

記録情報の経常的提供先 各地域包括支援センター（委託）

（名 称） 総務資源部　総務課

（所在地） 河内長野市原町一丁目１番１号

法第60条第2項第１号 -

（電算処理ファイル）
法第60条第2項第２号

有

（マニュアル処理ファイ
ル）政令第21条第7項
に該当するファイル

-

-

-

-

-

-

備 考

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定による特別の手続等

個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

記録項目

氏名,性別,生年月日,住所,電話番号,担当ケアマネジャー・事業所,介護保険被保険者番号,要介護度,認定有効期間,申請種別,認定日,調査日,公費情報履歴一覧,公費適用期間,公費制度,公費負
担者番号,公費受給者番号,負担額減免情報,負担減額減免適用期間,小中学校区・生活圏域,家族氏名,家族生年月日,家族住所,家族電話番号,相談受付日,相談方法,相談者氏名,続柄,相談内
容,障がい等認定,住居環境,経済状況,緊急連絡先,現病歴・既往歴,趣味・楽しみ,友人・地域との関係,1日の生活・すごし方,生活歴,利用中のサービス

記録情報の収集方法

開示請求等を受理する組織の名称及び所
在地

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれているときはその旨

個人情報ファイルの種別

行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルで
ある旨

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案を受ける組織の
名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工情報に関する提案をすることができ
る期間


